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１．開  会 

 

事務局高宮 ： おはようございます。 

 定刻でございますので、ただいまより、第２回札幌市総合交通対策調

査審議会を開催いたします。 

        皆様には大変お忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

        私は、この審議会の事務局を担当いたします企画調整局総合交通計画部

長の高宮でございます。どうぞよろしくお願いいたします。以降、恐縮

でございますが、座って説明させていただきます。 

 審議に入ります前に、本日の出欠状況と、お手元に配付してございま

す資料の確認をさせていただきます。 

        まず、本日合計２１名の委員・参与の皆様がご出席になっております

が、社団法人札幌消費者協会の後藤委員、社団法人札幌市身体障害者福

祉協会の神田委員のにおかれましては、本日は所用のため欠席というこ

とでございます。 

 次に、お手元に配付してございます資料の確認をさせていただきま

す。 

        まず、本日お配りしました資料といたしましては、全部で８点でござい

ます。 

        会議次第でございます。次に、委員・参与名簿でございます。次に、専

門部会委員名簿、次に、座席表でございます。 

        資料でございますが、本日の議事となります資料でございますが、バス

の役割と課題について、バスサービスの確保についての資料でございま

す。 

 参考でございますが、参考の１といたしまして、札幌市役所ホーム

ページでの総合交通対策調査審議会に関する情報提供について。参考２

が、昭和５６年３月２６日付、札幌市総合交通対策調査審議会答申。参

考３、平成１３年４月２７日付、札幌市総合交通対策調査審議会答申。 

        以上でございます。 

        このうち、資料につきましては、事前に送付させていただきました資料

のうち、細かい部分について追加、訂正したものでございます。資料に

過不足はございませんでしょうか、よろしいですか。 

 

２．会長挨拶 

事務局高宮 ：  それでは、審議に入る前に佐藤会長からごあいさつをお願いいたしま

す。 

佐藤会長  ： 皆さんおはようございます。 

        昨日からテレビは、紀宮様のいろいろなご慶事の報道がされています

が、それをきっかけにもう少し少子化に歯止めがかからないかなと思い

ながら見ていました。 

 お手元の資料に参考の２と参考の３がございます。参考の２は、昭和

56年のこの総合交通対策調査審議会の答申書であり、参考の３は、同じ

く平成13年度の答申書であります。 

私たちはこれに続く、将来には参考の４と言われるようなものを今審議

しております。 

この２と３、そして４ということを考えたとき、一番大きな違いは何か
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といいますと、非常に札幌市が成長し、人口の増えているそういう時期

から、やや人口がふえるのが穏やかになってきた、そして、多分参考の

４の見据えるところは、人口はもうこれ以上ふえないとか、例えば減る

のだということを想定しながら議論しなければならないこと、これが大

きな違いになっているだろうと思います。 

 特に、バス交通等を考えますと、札幌市のバスの利用者総数、人口そ

のものはこれ以上増えないのだということをしっかりと頭に置きながら

議論しなければ、参考２のような事情のもとでバスを論じることはもう

できないのだという、それを非常に感じました。 

それを一気に打破するのは、もう少し子供がふえたらなという、そうい

う感じなのですけれども、多分そういう状況は簡単には起きないだろう

と。 

ですから、着実に足元を見ながら、まずは対策を考えていかなければな

らないと思います。 

 第１回の審議会から本日まで専門部会が２回開かれておりまして、バ

ス交通の機能とは何かということについて熱心な議論がされたと聞いて

おります。今日はそのことを中心に、皆さんのご意見をさらにお聞きし

ながら、第３回の審議会の方に向けて、この会を進めていきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。 

事務局高宮 ： ありがとうございました。 

 

３．事務局報告 

事務局高宮 ： またここで、事務局から２点ご報告させていただきたいと思います。 

        まず一つは、参考としてお配りいたしました「札幌市役所ホームページ

での総合交通対策調査審議会に関する情報提供について」に関してでご

ざいます。 

        以前から札幌市役所ホームページ内の総合交通計画部のページである、

「さっぽろの交通」において、平成13年４月27日付総交審答申に係る資

料の掲載や、また、今春の総交審開催のための市民委員公募などを行っ

ておりましたが、去る10月18日、このページの中に、当審議会の開催日

程や開催結果などをお知らせするための総合交通対策調査審議会のペー

ジを追加いたしました。 

        さらに、11月５日から総交審第１回の審議内容を受け、審議内容に関し

て広く一般の方からもご意見をいただくための常設の窓口も設けており

ます。 

 ホームページの内容は、２枚目以降に添付しているものとなっており

ます。このページは、審議会の開催状況に合わせ逐一更新していく予定

でございます。現在のところは、これらの窓口に寄せられている意見は

ございません。この窓口を通していただいたご意見は、機会をとらえて

皆様にご報告させていただきたいと考えております。 

 ２点目は、第１回審議会終了後、会議開催時以外にも委員の皆様から

ご意見をいただく窓口を設けさせていただきましたが、この窓口を通じ

て数名の委員から貴重なご意見をいただきました。これらのご意見につ

きましては、事務局でしっかりと把握し、審議内容検討の参考にさせて

いただきたいと考えております。 

 また、今後もいただいたご意見を踏まえながら議事内容を検討してい

きたいと考えておりますので、今後もぜひご意見をお寄せいただきた
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く、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

        それでは、今後の議事運営につきましては、佐藤会長にお願い申し上げ

ます。 

 

４．議  事 

佐藤会長  ： それでは、これから議事の方に入りたいと思います。 

        今、事務局の方からご説明ありましたが、審議会自体は非常に短い時間

でありまして、十分なご意見をお聞きするような時間がとれない場合も

あります。その際には、事務局へ、こういう意見があるのだということ

をどんどんお寄せいただきたい。現実に、第１回の審議会の終了後、本

審議委員の方々から、何人かご意見を寄せられておられるということも

お聞きしております。そういう形での意見を事務局でまとめながら、本

審議会のいろいろな資料とか、さらに、方針等に生かしていくというこ

とでございますので、きょうの審議会等におきましても、終わってか

ら、このことは話足りなかったとか、このことはどうなっているのだろ

うかということがございましたら、意見をお寄せいただきたいと思いま

す。 

 それでは、これから議事の方に入りたいと思います。 

        最初に、バスの役割と課題、バスのサービスについてということで資料

等が用意されておりますので、この資料のご説明をお願いいたします。 

        また、専門部会等の開催の件につきましても、あわせてご説明をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

事務局二木 ： 交通企画課長の二木でございます。よろしくお願いいたします。僭越で

はございますけれども、着席にて説明させていただきます。 

        それでは、本題に入る前に専門部会の開催経過、検討状況のご報告並び

に本日の審議内容についてご説明させていただきます。 

        ８月27日の第１回審議会で専門部会の設置が決定されたことを受けまし

て、９月27日に第１回専門部会、10月28日に第２回専門部会を開催いた

しました。 

 第１回専門部会では、条例に基づき専門部会委員の皆様の互選によ

り、部会長に高野委員が選出されたところでございます。 

 また、会議の公開・非公開につきましては、議論の内容が関係事業

者、それから、利用者の利害に強く関係する部分もあるということから

非公開とすることを決定いたしました。 

 あわせまして、総交審における専門部会の位置づけ、役割を確認し、

専門部会での審議の進め方について検討を行いました。 

 では、専門部会での検討状況をご説明させていただきます。 

        資料の１ページ目、Ａ３の大きい資料でございますけれども、第１回の

審議会の中で委員の皆様からご意見をいただいた項目を四つの大きなカ

テゴリーに分類いたしました。委員の皆さんから寄せられた観点といい

ますか、検討する上での課題について、項目ごとに専門部会で取り上

げ、審議をしていくということで進めてまいりました。 

        今まで全項目について、すべて議論を尽くされてはございません。例え

ば各バス路線の分類等々につきましても、現在その作業を進めている段

階でございます。並びにバス利用人員の減少の要因についても、なお詳

細な分析を行っている最中。それと、利用者ニーズの調査、把握につき

ましても、適時調査を進めてまいりたいというふうに考えてございま
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す。 

        ２の方で、専門部会での検討状況というところを若干説明してございま

す。この後、それぞれ掘り下げて議論されたことについての資料等の説

明を行いたいなというふうに考えてございます。 

        それと、本日提示してございます議事の項目につきまして、実は第１回

目に審議の進め方についてご説明した項目と一部若干異なってございま

す。その部分について若干ご説明したいなというふうに考えておりま

す。 

 第１回目でお示ししました項目でございますけれども、一つ目の「将

来の都市像に対してバスが担う役割について」ということを「バスの役

割と課題について」ということに変更させていただいてございます。 

これは、専門部会での討議の結果、平成１３年、総交審答申において示

されている札幌将来像を踏まえた公共交通とバスの役割が、現在におい

ても基本となるべきものだということをご確認いただいたところでござ

います。その意味で、今後のバスの役割を担っていく上で大切になる課

題について整理をいただいたところでございます。そういう意味で「役

割と課題」という表題に変更させていただいてございます。 

 それと、二つ目の項目でございました「確保すべきサービス水準の設

定」といたしましたところを「バスサービスの確保について」という項

目に変更させていただきました。この部分も、サービスの全体の今の現

状を見ていただく上で、全般的には市内のサービスは一定の水準にある

ということを確認いただき、バスが現在提供しているサービスが重要で

あるという視点に立ちまして、サービス確保の考えについて提示させて

いただきたいというふうに考えてございます。 

        審議内容三つ目のバス路線の分類と評価という観点も前回お示ししたと

ころでございますが、これは現在、実はバスの路線の分類について作業

中でございまして、次回以降のご提示を考えてございます。 

        審議項目につきましては、以上でございまして、早速でございますが、

資料の説明に移らせていただきます。 

        資料の２ページ目でございます。 

        この前半部分につきましては、前回お示しした資料と重複する部分もご

ざいますので、専門部会で議論し、提出させていただいた資料をもと

に、追加された項目等を重点的に説明させていただきたく思います。 

 まず、２ページ目は、市内バス事業の現状ということで、規制緩和が

始まった。それに伴い市営バスが民営に移管された。それと、バス事業

は走行キロが増加しているものの乗車人員は減少傾向にあるという点を

確認したところでございます。 

 資料の３ページ目、４ページ目に移りますが、まず、市内の公共交通

機関利用状況の推移を示した表でございます。その中に、実は自動車保

有台数の推移がどのようになっているかということをやはり同時に見る

べきではないかという意見がございまして、その資料を追加してござい

ます。中ほどのグラフでございます。自動車保有台数は、人口の伸び以

上に急速に増加しているという状況にございます。 

        ４ページ目が利用者の特性でございまして、年齢構成別に見た目的別の

利用状況を示したグラフでございます。下の方が年齢層によるバス利用

者の割合ということを示してございます。 

        次に、５ページ目、６ページ目でございます。これは時間帯別の乗車人

員の状況でございまして、やはり朝のラッシュ時間帯に輸送のピークが
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来ているという状況と、夕方に帰宅目的で移動する時間帯が多く出てき

ているということでございます。それにあわせて、輸送の方も設定され

ている便数が、そういった需要に対応するような便数設定になっている

ということがうかがえます。 

        ６ページ目でございます。高齢者の利用状況について、やはり70歳以上

の状況を見ますと、公共交通へ依存している割合が高いというのが見て

取れるのかなというふうに思います。 

        次が７ページでございます。これは前回にもお示ししました、高校生の

通学利用がどのような状況になるかということで、札幌市内に点在して

おります高校の立地を示した図でございます。右の８頁に、高校への通

学のためにバス路線がどのように設定されているかという一例を示して

います。このダイヤの表中で色がついている、ここのところは、実は通

学専用に事業者が設定しているバス路線でございまして、朝の特別の時

間帯に専用仕立てで運行しているという状況がございます。この部分

は、通学専用ということですので、一般の利用客には供されていない時

間帯でのサービスが提供されているという状況にございます。 

 次に、９ページに移ります。運転免許未保有者の自家用車利用しがた

い人の割合を性別に示していますが、まず、免許の保有率がどのように

推移してきているのかと、これは着実に毎年１ポイントずつ上がってき

ているという状況がございます。 

 それと、年齢階層別の非保有率、やはり高齢者になると免許の保有率

が下がって、持っていないという状況が如実に見られるというところで

ございます。それと、近年女性の保有率が上がってきているということ

がわかります。 

 それと、１０ページ目です。冬期間の部分についても、やはり北海道

の特性として、どういう層の変化があるかということを見たのが10ペー

ジの資料でございまして、季節変動、夏期は、やはり需要としては落ち

込むけれども、冬期は、やはりバス輸送の需要が上がる。それにあわせ

て、運行状況も少しずつ変化をさせている。冬期ダイヤ、夏ダイヤとい

うふうに分けながら事業者は路線の設定、運行を行っている。やはり冬

期の場合の必要便数もふえてきていますので、その辺の力点を冬期に置

いているということもうかがえるかと思います。 

        11ページ目でございます。現在のバス路線の現状について説明してござ

いますが、その前提として、本日の参考につけさせていただいておりま

す、昭和56年の総交審答申にございます路線網、公共交通路線網のあり

方について提言がされている内容でございます。いろいろ地域の事情に

応じての運行形態別にバス路線を設定する必要があるという提言をいた

だいて、おおむね考え方として、45分以内に中心部へ通勤が可能だとい

うところを一つの目安に置いてはどうかというご提言がございました。

バス路線もわかりやすく、利用しやすいものにするという観点でご提言

があったと。 

 それと、①番で言う、いわゆる連絡バス、短絡型の路線というところ

の考え方として、注目されるのが、都心からおおむね３キロ圏以遠の地

域は短絡をする路線の設定がよろしいのではないかというような考え方

も実はここで示されているところでございます。 

 なお、都心直行バス路線につきましても、やはり効率的運行が可能な

地域については、直行も配慮すべきだ。それと、地下鉄駅を経由しなが

ら運行されることについて配慮されるべきだというふうな意見等々がこ
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の中で示されてございます。 

 そういう観点をもとに、それ以来、バス路線網の整備、拡充をしてき

たところでございます。その結果がどういう状況であるかというのを12

ページ以降で説明してございます。 

 まずは、前回も示しました空間的といいますか、地域的にどのような

レベルのサービスが提供されているかということでございます。バス停

の半径 300メートル近辺を網羅しているというところで、ピンク色の、

これがバスのバス停のカバー圏でございます。それと、軌道系がブルー

の色でカバーされて、これは半径 750メートル圏域で整備されている

と、こういうような形で網羅されているという状況にございます。 

        13ページに移ります。これは、所要時間がどの程度かかるかということ

でございますが、色で分けてございまして、黄色、ピンクあたりが30分

から40分。それ以内の圏域でございます。それ以上時間がかかるところ

がグリーン系の色になってございます。 

 おおむね、ここで申しますと、30分以内で何とか都心部まで移動でき

るというような想定ができるのかなというふうな状況にございます。 

 それと、14ページ目は、最寄り駅までの所要時間ということでござい

ます。都心分ではなくて、近くにある鉄道駅、地下鉄駅を例にとりまし

た。 

それでいきますと、20分ないし30分ぐらいで大体カバーできているのか

なというふうに見て取れるかなと思います。 

 次に、15ページ目でございますけれども、これは、料金的な分布がど

うなっているかということでございます。赤い色が、やはり地下鉄沿線

で見ますと、200円以内のエリア、それを超えて広がっていきますと、

300円から400円になっていくと。500円以上要するという部分につきまし

ては、バスの運賃体系で申しますと、対キロ区間の部分が、そういった

エリアになってございます。 

        16ページ目が、利用機会がどのように提供されているかというものを示

した図でございまして、バスの便数、１日当たりの総便数がどの程度分

布しているか。やはり１日150本以上設定されている地域が全体の60％ぐ

らい占めていると。総体で見ますと、やはり60本以上で、約９割はカ

バーされているというような状況にあるのということが見て取れます。 

        次が17ページ目でございます。それをもう少し、最寄りのバス停までの

距離がどのような状況になっているかといいますと、市街化区域内の面

積を区域内のバス停の停留所数で除したということで算定してみます

と、おおむね300メートル以内でほぼ大体カバーできているのではないか

というのが見て取れます。統計区で、そういう意味でちょっと大雑把な

見方なのかもしれませんが、こういう形でカバーできているというよう

な状況にございます。 

        18ページで申しますと、これは統計区ごとの、それぞれ統計区の公共交

通の分担率を示している部分でございます。都心部に近いエリアが公共

交通をおおむね使っていると言われる割合が多い。それから、周辺部に

いって、その部分については若干低下していくというような状況にござ

います。 

 次に、19ページ目、環境負荷という観点から見た場合のバスの優位性

といいますか、そういう状況がどうなっているかというのを示している

資料でございますが、乗用車、バス、これを左下の方のグラフで見ます

と、１台当たりのＣＯ２排出量の比較、それから、平均乗車人員で見たと
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きに、この表の中で右下のグラフで見ますと、１台に何人乗れば優位だ

ということが言えるのかというのを示してございまして、バスでいけば

最低５人乗らないと乗用車の環境負荷と同等の、それよりも逆に言うと

悪いという状況になる。バスはやはり５人以上乗っていただかないと、

環境負荷の面でいけば自動車を超えられないというような状況がご理解

いただけると思います。 

        20ページが、バスの路線網のネットワークがどういう形で組まれている

かということを示した資料でございます。系統数、系統長、便数ととも

に、それぞれ割合的には駅接続型の割合が多い、70％付近で短絡されて

いるというふうな状況がわかります。 

 それと、21ページに参りますと、直行型バス路線網というのはどのよ

うな形で今運行されているかということを示したのがこの図でございま

して、赤い路線が直行系統の路線を示してございます。これは、各周辺

の市町村から都心部へ入ってくるような路線も含めて提示してございま

すので、それなりの路線が確保されているというような形になってござ

います。 

 それと、そういった人の流れについて、いわゆる周辺からの流入の状

況がどうなっているかということで、平成６年のパーソントリップと、

昭和58年に行ったパーソントリップの状況の比較をしてございます。 

周辺部からの流入の需要というのはやはりふえてございますけれども、

区間のいわゆる連携においての移動もそれなりにありますが、中心部へ

の移動に比べて若干伸び率は低目になっている、ないしは、周辺を動く

というニーズの方が多くなってきているというような状況が読み取れる

ところでございます。 

 それから23ページ目は、それまでのバスの状況を一たんまとめたとこ

ろでございます。今までの資料の中で総体に言えることは、こういった

観点、バス運営数の現状については、一定のサービス水準が確保されて

いるというような形の整理ができるかなというふうに考えているところ

でございます。 

        次に、24ページでございます。これ以降の資料につきましては、平成13

年４月に答申されました「公共交通を軸とした交通体系の確立につい

て」という総交審の答申内容の説明でございます。それを受けて、都市

計画のマスタープラン、札幌市の将来像についても公共交通の位置づけ

が次のようにされているところでございます。 

 第４次長期総合計画の中で、「多中心核都市構造の実現」という大き

なテーマを掲げて、将来のビジョンを掲げてございますけれども、それ

に沿って都市計画マスタープランを策定されている。多中心核都市構造

と市街地拡大の抑制、いわゆるコンパクトシティということを一つの

テーマに今後のまちづくりをすべきではないかというような提言のもと

に成り立っておりまして、それにあわせて、公共交通ネットワークの基

本方針も、個々の公共交通の特性、役割を踏まえた連携強化、拠点への

アクセス機能の向上、乗り継ぎ機能の強化、利便性向上等の質的充実と

いうことをうたってございます。 

 25ページ、26ページが、もう少しその部分のバスの役割について、そ

の中でとらえられている考え方を示したものでございます。その部分を

総括表的に表記しましたのが、２８ページのＡ３の資料でございます。

この中で、特に公共交通の役割と位置づけ、それと、地下鉄、バスの役

割といったものをオレンジ色のところで抜き出してございますので、こ
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こを重点的にごらんいただきたいなというふうに思っております。 

        特に、地下鉄、バスの役割の中で、バスの役割といたしましては、１点

目に、まちづくりとしての役割、それから２番目に、ネットワークとし

ての役割ということをここで述べてございます。 

 それと、27ページの方にありますように、それをいわゆる模式図的

に、どういうことを担っているかと。都心部における役割、それから都

市周辺部における役割ということを、この模式図のような形でうたって

ございます。 

 そういった総交審の整理に基づいて、それ以後、バスサービスのあり

方、ネットワークのあり方については、札幌市、それから事業者、色々

取り組んできてございます。その一例を29ページ以降で示してございま

す。 

 総括的に取り組んでいる内容、バスネットワークの充実のための取り

組み、利便性向上のための取り組みというまとめをしてございます。 

 例えば、30ページにありますように、地域間を連絡するバスの運行、

この図のように、それぞれの地下鉄の路線間を結ぶバス路線であった

り、郊外の方から横の連絡をとるようなバスの連絡であったり、こう

いった形のバス路線の設定がされていること。 

        それから、バスの定時性確保のために、バスレーンの設置等々も札幌市

内で延長140㎞のバスレーン、専用レーン、優先車線等々の施策が実施さ

れているという状況にございます。 

 それと、コミュニティバスの運行例でございますと、今、厚別地域で

運行されている「ふれあい循環バス」、それから手稲地区で実施されて

いる「手稲高台シャトルバス」といった例がございます。 

 それと、冬期におきましては、バス路線の優先的な除雪ということに

ついても、札幌市として取り組んでいるところでございます。 

              32ページで示しましたのが、総合的な交通情報の提供ということで、

「えきバス・ナビ」ということで、札幌市内の運行状況、ダイヤから、

それから、所要時間等々の検索ができるようなシステムが今稼働してご

ざいます。 

                33ページでございますけれども、バリアフリーの対応としてバス事業

者さんがやっておられる低床バスの導入状況について示した資料でござ

います。現在、札幌市内全体で申しますと、約1,300両程度のバスがござ

いまして、低床化されている、いわゆるワンステップで、少しステップ

がありますが、低いレベルといったのが163台、低床のノンステップが23

台という状況にございます。 

 また、地下鉄の駅施設のエレベーター設置箇所でございますが、それ

ぞれ南北、東西、東豊で、次のような状況になっております。総数で申

しますと49駅中38駅がエレベーター化が図られている駅でございます。 

        次、34ページでございます。都心部内での「都心内100円バス」という

のが現在運行されてございまして、既存の事業者さんが持っておられる

都心のエリアのバス停間でのご利用が100円でご利用いただけるという

サービスを提供してございます。 

 これまで取り組んでいる施策が以上でございますが、35ページ以降、

今後のいわゆるバスの現状、それから、課題ということについて整理い

たしました。 

 ここからがまさしくいろいろ議論をしていただきたいということでご

提示申し上げるところでございますが、特に整理の仕方として、36ペー
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ジでございますが、まずは、総交審答申等々に示されているバスの役割

というのが、次のような整理ができるのではないかと思っております。 

 すべての人にとって安心して移動できる安全・快適な都市交通の実現

を目指す。環境負荷の小さい都市交通の実現。冬に強い都市交通の実

現。拠点の育成・整備など、まちづくりの支援など。こういう部分でバ

ス路線が実は札幌市のネットワークを構成しているという状況でござい

ます。 

 これが規制緩和等々の動きの中で、路線がそれぞれ廃止、撤退される

という事態が起きると、やはりそういった機能の喪失、強いては市民生

活にとっての足の影響が十分出てくる可能性がある。役割に対するバス

ネットワークが崩れていくという状況が危惧されるところでございま

す。 

 そういう中で、検討課題としてまとめますと、37ページのような図式

で、バスネットワークの維持はまさしく必要であると考えます。 

そのためには、路線廃止以降に対する対応、対策が必要であり、もう一

つは、利用促進に向けた継続的な取り組みが必要です。それを支えるの

が、まさしく事業者であり行政であり市民であるというような支援にな

るのではないかと考えてございます。 

 そこで、ページでございます。バスサービスの確保の考え方というこ

とで、どういう維持方策をどういう観点で考えていくべきかというとこ

ろを模式図的に示したのが39ページでございます。 

 まずは、バス事業者がバス路線を維持していく上で、非常に効率性が

確保できない、利用人員も減るという状況の中で、廃止やむなしという

ような対応が表明されたバス路線について、どのようにそれを考えてい

くかということでございます。 

 そこで考えられるのが、通学、高齢者の通院、通勤などバス交通への

依存度が高い利用者層、利用目的に対して一定の機能を有しているかど

うかという観点で、まずは整理されるのではないか。その一定の機能を

有しているとされた場合、同一区間や近隣、多のバス路線あるいは地下

鉄などの公共交通機関が存在し、当該バス路線の機能を担うことができ

るか判断する必要があるだろうということでございます。 

 路線の維持、機能の維持、方策ということに対して、どういう手法を

考えていくべきかというのが次の段階になっていくのかなというふうに

考えてございます。 

 その観点の中で、現在のバス路線を維持するのだという分類、それか

ら、自治体が運営主体となって路線を維持するという分類の仕方、それ

と、代替交通の確保という観点で整理されるものというふうな形に分か

れていくのかなというふうに考えてございますが、それをもう少し細か

く見たのが、41ページの大きい表でございます。まさしく維持方策の観

点として分類をいたしました表でございますが、それを考える上で必要

となるような、それぞれの立場でどういう負担が生じるのか、それが利

用者にとってどのような利便性の変化になっていくのかというのをまと

めたのがこの表でございます。 

 現在のバスレーンを維持する場合の運営主体、運行主体としてどうい

う種類が出てくるか、現在のバス事業者がそのまま運行するという場合

もありましょうし、新たなバス事業者が出てくるという場合もあるで

しょう。 

 維持の方策としては、事業者の自助努力なのか、行政が行う路線補助
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なのか、ないしは運賃の値上げ、減便はやむなしという形になるかとい

うことでございます。 

 新たなバス事業者の場合は、分社化、子会社化という道もございます

でしょうし、新事業者による運営、運行ということもあるでしょう。 

 それと自治体が行う場合、これは、運送法で言ういろいろな80条の運

行ですとか、いろいろな場面が予想されている。最近、例がありますよ

うなＮＰＯ組織による地域のバス輸送ということもあるでしょう。この

分も維持方策としては、行政による運行委託、地域密接型の運行委託と

いうこともあるでしょう。 

 それと代替交通の確保といたしましては、バス路線といいますか、路

線バスではない形態の運行の仕方、これは、タクシー事業者等による

ジャンボタクシーなり、タクシーの、デマンド型のタクシー運行等とい

うような手法もあるでしょう。 

 そこで、そういった形をとったときに、利用者の利便性が同程度で維

持できるのか、それと、そのやり方によっては低下があり得るのかとい

うふうな形が一部出てくるのかなと、こういうふうに思います。 

 それを大きい目で支えていく、維持していくという観点で考えます

と、費用の負担の問題がやはりどうしても出てくるだろう。それをだれ

がどのようにして負担していくのかということも視野に入れながら総体

として見ていく必要があるのかなというふうに分類した資料でございま

す。 

 以下、42ページ以降でございますが、この分類に沿ってそれぞれの運

行形態がとられている事例として、42ページ以降を整理してみました。 

 それぞれの自治体、日本全国的に展開されている事例をここで紹介さ

せていただいております。本日は時間の関係がございまして、逐一の説

明は省略させていただきます。 

 以上、事務局の方からの説明でございました。 

佐藤会長  ： どうもありがとうございました。 

 このような取りまとめ等をされました専門部会の方のコメントを高野

先生からお願いしたいと思います。 

高野委員  ： 専門部会の方の検討ですが、今事務局の方から内容についてご説明が 

(専 門 部 会 部 会 長)  あったとおりですが、資料の１ページ目に専門部会の検討状況の表が記載 

されてございますが、この中で、ネットワークといいますか、現状のバ

スのサービスレベルについての、いろいろな所要時間だとか料金、そう

いうものの説明が先ほどの説明の中にありましたが、今後のバスをとら

える上では、もちろん前回の答申の中にもありましたように、いろいろ

乗り継ぎの問題だとか、それから冬期の問題だとか、それから情報、料

金システムといったような解決すべき問題はあるものの、現実的な問題

としては、現状のバス路線というものをどう増やしていくかということ

よりも、どう現状のバス路線を維持していくかということに、やはり重

点を置いた考え方をすべきであるということが一つのポイントになるわ

けでございます。 

これが確保すべきバスネットワークの水準というところに書いてござい

ます。そこのところに一つ大きな問題があろうかと思います。 

        それと、そこの運行状況、利用状況というところに、バス交通に依存す

る人口と書いてございますが、バス交通に依存するというあたりについ

ては、非常に難しいわけでありまして、どの程度バス交通に機能がある

のかと、その地域にとってどのぐらい依存しているのかということを考
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えた上で、バスについて、絶対にしなければならないというような、維

持すべき基準というものを考えなくてはいけないわけでありますが、そ

こについては、また今後議論しながらということになろうということで

ありますので、ただいまご説明いただきました39ページにある図5-1とい

う中での、一定の機能を有しているかということについては、今後また

検討した上でないと、なかなか早急に結論は出ないかなというふうに

思っておりますが、ここの部分を、やはり考え方を固めた上で、維持す

べき路線等々の議論を今後展開していくべきだなということでございま

す。 

 専門部会において、まだ、先ほども説明がありましたように議論し尽

くしていない面も多々あるわけでありますけれども、現状での大きな方

向としては、その二つが大きな方向でございます。 

 以上です。 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

        ただいま事務局及び専門部会等での議論されたことについてのご説明が

ありました。 

        資料の２ページ目、まずお開きください。この審議会での認識、共通認

識としまして、平成13年に出た参考資料３、これと何が変わってきてい

るかといいますと、14年に改正道路運送法が施行されまして、バス事業

の需給調整規制が廃止されたと。ですから、参入も容易になりました

が、実はバス事業者が事業を廃止することや休止することが自由になっ

たという、そういう認識であります。これが今までと全く違う状況であ

りまして、このところの出発点をぜひ確認していただきたいと思いま

す。 

 その中で、バス事業者としては、もうこの路線は維持できないという

ような判断は自由にできるわけです。それを表明もできます。 

        それに対しまして、バス事業者の都合とか事業性はそうかもしれないけ

れども、都市においてのバス交通のあり方から見て、それをどう受けと

めたらいいかとか、または、どうそれを、バス事業者にかわるシステム

等で実現していくかということ、それを考えるのがこの審議会だと思い

ます。 

        それにあたりまして、きょうの資料の非常に大事なものは、あるべき論

ではなく、データに基づいて、事実で物事を考えようという姿勢が非常

に明確に出ています。そこのところが今日の議論の第２のポイントであ

ります。 

 例えば13ページでありますが、現在の札幌のバスサービス水準としま

して、およそ30分で都心に到達されるような、そういうネットワークに

なっているという、例えば所要時間の問題。 

        それから、16ページにありますのは、バスの頻度の問題でありまして、

約９割が日に60本運行されているのだという事実であります。これは往

復ですか、片道ですか。往復。 

事務局芦名 ： 往復です。 

佐藤会長  ： そうすると、60便というのは30往復ということでよろしいのですね。 

事務局芦名 ： はい。 

佐藤会長  ： それにしましても、例えばバスの運行時間を15時間等で見ましたら、平

均で４本、２往復は必ず確保されている。ある時間帯は、それが10分に

１本ぐらいの感じで運行されているという。 

これは、他の地域や都市の内、過疎地域と言われるところでのバスの運
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行頻度に比べましたら、圧倒的に私はレベルが高いと思います。そうい

うサービスが札幌市内で行われているということとか。 

 例えば19ページに、環境負荷の問題で、自家用車よりもバスは環境負

荷の面で非常に優位だとは一般に言われていますが、乗る人が少なけれ

ば逆効果ですよということであります。それが大体どのくらいかという

ことで、５人を下回るとかえってバスの方が環境負荷が大きくなるとい

う、そういうことも一つの事実であります。 

 そういうことを踏まえながら考えていくこと、これは非常に大事なこ

とで。あるべき論ではなく、こういう事実に基づいて、それで今後の方

向性を検討しようではないか、それをまとめたのが39ページでありま

す。 

        39ページは、バス事業者が自分たちの事業からしたら、この路線につい

てはもう廃止をしたいという申し出は自由にできるようになりました。

それを受けまして、果たしてその事業者の申し出を市として、または地

域としてどう考えるかということのプロセスをここにまとめてあるわけ

です。 

 そのバス路線が一定の機能を有しているか有していないか、ほとんど

一定の機能、ここにありますように通学とか通院等の機能がない利用の

され方であれば、事業者の言い分ももっともだろうと。ただ、通学とか

通院等のウェイトが高い場合は、やっぱりその機能というのは、都市と

してはきちんと確保すべきであろうと。そして、それが他の交通機関等

でかえれるなら、そのバス路線は廃止されてもそれはやむを得ないだろ

うというようなことで、次の段階があります。 

 そして、それも無理な場合には、どういう路線の維持の方策があるか

ということで、下の方に三つのコラムといいましようか、現在のバス路

線を維持するとか、自治体が運営主体となった路線の維持とか、代替交

通の確保とかという、そういうメニューがあるのだという考え方が示さ

れています。 

        今日の審議会は、実はこのような考え方でさらに進んでいくことに関し

てご意見を伺いたいということであります。そのことが、以降において

非常に大きな影響といいましょうか、ある意味では結果を左右すること

になると思います。 

        ですから、特に39ページの部分、事実はこうなっているということを踏

まえながら、廃止を表明されたということも、これまた事実でありま

す。そのときにどうやってバス路線を維持したり、廃止を認めるか等の

考え方、これについてご意見をお伺いしたいと思います。 

        それぞれ、まずデータに関してのご質問でも結構ですので、きょうの事

務局からの説明に関して何かご質問とかご意見ございませんでしょう

か。どうぞ。 

富山委員  ： 質問です。 

31ページに記載されておりますコミュニティバスの運行ということで、

当市内においてもコミュニティバスが運行されているという状況はわ

かったのですが、この利用人数だとか、運行の内容といいますか、どう

いうような状況になっているのか、これは中央バスさんがやられている

ことですので、採算や何かの点について把握は難しいのかもしれません

が、例として出されております「厚別ふれあい循環バス」と「手稲高台

シャトルバス」この二つについてで結構ですので、この運行の現状の中

身、内容についてご説明いただければと思います。 
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事務局二木 ： 手元にそれぞれの個別路線の、いわゆる運行状況と、いわゆる利用人員

ですとか、そういうところのデータが今ございませんので、この分につ

いてはデータを収集しましてご提供させていただきたいなと思います。 

佐藤会長  ： できる限り紹介のほかに、こういう施策での効果といいましょうか、利

用者数というのは非常に大事なポイントになりますので、ただいまのご

指摘について、後で補強する形でデータを提供いただければと思いま

す。 

        そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

高野委員  ： 補足なのですが、バスの利用人員の減少理由ということで、前からも議

論があったかもしれませんが、９ページの図をもう一度見ていただきた

いと思いますが、これは、免許保有・非保有の割合で、非保有の割合を

示したのが棒グラフ、下の2-10というグラフでございます。男性の方は

紫色で示しておりますので、64歳まで、14％ということで、８割以上の

方が免許を持っているということになるわけであります。これに対して

女性の方は、赤色で示してありますが、20～24歳が34％、25～29歳が18

％ということになっております。30～ 59歳が37％、60～ 64歳が77％と

なってございまして、一番持っている年齢層が20～29歳で、女性の場合

18％と、これが持っていない方ですから、８割が持っているという状況

です。 

 多分、推測ですが、今後も女性の内８割程度の方が、若い方々がどん

どん免許を持ってくるようになってくると。このことによって、毎年毎

年女性の免許保有率が、年を追うごとに高まってくるということになる

わけでありまして、人口が一定であっても、このように、男性の方はほ

ぼすべての人が免許を持っているということになるわけですが、女性の

場合は、年を追うごとに免許を持っている方の割合がふえてくるという

ことで、バスの利用人員が減少しているという一番大きな原因ではない

かなというふうに、こういったグラフから考えられるなと思っておりま

すので、この点、今後のバス需要を考えるのに大きなことだなと思いま

して、説明させていただきました。 

佐藤会長  ： 女性の運転免許の保有率がこれからどんどんと高まっていくだろう。現

在は、60代以上は、約７割以上、９割まで免許を持っていないというこ

とで、非常に公共交通機関に依存するウェイトというのか、比率が高く

なっています。 

それが、年を経るごとに減ってくるのではないだろうかというご指摘で

ありまして、そこのことに関しましても後ほど女性委員の方々にご意見

をお聞きしていきたいと思います。 

        そのほか、資料等についてご質問等ございませんですか。 

        小篠先生、この前の審議会、第１回目おられませんで、自己紹介も兼ね

まして、専門委員会でのご意見等、また、きょうの資料に関してのご意

見をお聞きしたいと思います。 

小篠委員  ： ご指名されましたので発言させていただきます。 

        北海道大学の都市空間計画の小篠と申します。専門は都市計画の方で、

ということになりますと、都市マスタープランと交通計画との関係性と

いう話になってくるかなというふうに思いますけれども、それは、きょ

うの参考３の方で、平成13年度に出された答申の方で、既に大体の枠組

みというのはでき上がっているというふうに理解できるかと思います。 

 それで、今、高野先生の方からもご指摘があったように、バス事業を

維持していくためにどうすればいいのかというときに、結構マイナス材
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料があるのではないかというご指摘があったのですが、39ページで、最

終的に路線の機能維持方策の検討というところになってくると、これは

単純にそのバスの需要があるとかないとかという、バスだけのことだけ

で考えていけるかどうかというのが私の視点です。 

 もっと単純に言ってしまうと、バスビジネスというのをやっていっ

て、ある収益が上がるような状況をつくれるのかということに最終的に

はなるのでしょうから、そのためには、そのバスの路線一つをどうのこ

うのということではなくて、やはり札幌市全体において、例えば自動

車、自家用車についてどういうふうなことを、規制とかということも含

めながら考えていくのかという話がやっぱり議論される必要が出てくる

であるとか、例えば都心に対して乗り入れする車に対する、ある程度の

コントロールということなど、公共交通に依存したまちづくりというよ

うな話がどうしても避けて通れないかなというふうに考えております。 

 例えばＳＯＶ、ｼﾝｸﾞﾙ-ｵｷｭﾊﾟﾝｼｰ-ﾋﾞｰｸﾙ（Single-Occupancy-Vehicle）

をどういうふうにコントロールするかというような話も諸外国でやられ

ていますけれども、そういうことも含め、あるいは都心の街路の機能を

きちっと維持するために、やはり交通量の増大を少し抑え込んでいっ

て、公共交通機関をベースにするとかという、その辺の対策というのも

少しとられる必要性、そこまで視点を少し組み込んでおかなければいけ

ないのかなという、そのようなことは思っております。 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

この審議会は、きょうはマクロ的なバス交通の実態のお話がありまし

た。それをさらに次回以降、個別の路線で、どういう使われ方している

とか、例えばこの停留所で何人乗っているかということのデータ等、個

別の性格が出てくるだろうと思います。 

 それだけで議論して、では、この路線はいい、悪いという判断は少し

早いのではないかと。札幌のまちづくりにおいての評価というのはもう

ちょっとできるだろうと。 

 いずれにしましても、路線ごとに評価するというプロセスが考えられ

ておりますので、そういう点では、非常に身近であり、具体的なことの

議論をしながら、一方では、札幌の都市のありようといいましょうか、

それとのかかわりが必要になってくるという、そういう判断をこれから

しなければなりません。 

 せっかくですから、一回りお話聞きます。山本さんの方から、並んで

いる順序で、先ほどの評価の仕方とか、またはデータとか、例えば今後

のこのような審議に関してご意見等をお聞きしていきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

山本委員  ： 心の準備ができておりませんでしたので。 

        最初に、女性の運転免許保有率の推移というところなのですが、身近な

ところで、私の母が65歳以上で７％しかいない免許保有者なのですが、

実際今運転しているかというと、長年運転してきたのですが、65歳の声

を聞くころから運転をほとんどしなくなりました。 

というのは、判断力が落ちているという自分の認識があって、そうする

と、しようがないからバスに乗るかと、そういう事態になっているので

すけれども、高齢化していくと、恐らくそういう人がふえると思います

ので、女性の保有率はふえていくとは思うのですが、バスに依存する高

齢女性もふえるというふうには、免許持っていてもそうなるだろうなと

いうふうに私は思います。 
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        あと、先ほどお話がございましたまちの機能から考えて路線を評価する

という視点が、やはり非常に重要だと思います。全国的に見て、都市ば

かりでなく過疎地もそうなのですが、バスの利用人員が減って、バスの

運営が立ち行かなくなっているという、決して札幌、北海道だけの問題

ではないということを最近知りました。 

        そういう中で、いかに公共交通を維持していくかというのは、やはりア

メリカとかに比べて日本は極めて安全なわけです。シアトルという安全

な町にいる友人も、子供の送り迎えを必ずしなくてはいけないと。その

ために親が運転して走り回るという状況があるのです。それを考えまし

たときに、子供の送り迎えをするために、バスで行けるところを走り回

るというのはないわけです。札幌もそうです、日本では。 

        ただ、ちょっと感覚として、先に行き過ぎているかもしれないのです

が、公共交通をきちっと維持していくというのは、安全とかそういった

面でも重要な問題で、公共交通のない地域の、いわゆるスラム化ですと

か、そういった問題が将来発生してくると思われます。 

ですから、先日の新潟における地震の後、阪神の地震のときには起きな

かった、いわゆる強奪ですとか窃盗だとかが続発したと。やっぱりそれ

は、日本の今の状況がそれだけ変わってきたということで、この状況が

加速していくとすると、やはり公共交通の持つ役割というのは、今まで

考えてこなかった安全、社会の安全という意味で重要になってくるので

はないかと思いますので、安易に赤字だからやめてしまうと、そういう

考え方はやはり、どこに投資するか、商売の方で言えば、投資をしてそ

れを回収していくことによって維持をしていくという、拡大できなくて

も維持をしなくてはいけないです。コストカッターだけですと、その先

はつぶれるしかないわけです。ですから、そういった視点で公共交通も

見なければいけないのではないかと思います。 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

        バスに子供たちが１人で乗るとか、お年寄りの方が乗れるというのは、

ある意味では、その社会の正常性といいますか、健全性を示していると

いう、そういう見方もできるのだというのはあるかもしれませんね。 

そういうことを、やはりこれからのまちづくりの中で位置づけていくと

か、大事にしていくということですね。今後の議論の中で、ぜひ視点と

していきたいと思います。 

        山崎さん、いかがですか。運転免許お持ちですか。 

山崎委員  ： 持っていません、家族の中で私１人が。私は専ら公共の乗り物を利用さ

せていただいております。 

        なかなか難しい問題であって、一方を立てれば一方が立たずで、本当に

私もこの間資料送られてきまして、ちょっと拝見していたのですけれど

も、これは困ったことだなと思って読ませていただきました。 

私の住んでいるところは西区で、ちょっと山側の方で、地下鉄にも歩く

には私の足だと25分くらいかかりますし、大変不便なところで、今１時

間に２本往復してくれており、時間帯を見て出てかけていけば、さほど

不自由ではないのです。 

しかし、これが廃止となると、うーん、考えなければいけないなという

ふうな、私のような状況の方がたくさんいらっしゃるのではないかなと

思いますので、これから皆様方と一緒に考えさせていただき、また、皆

様方のご意見を拝聴しながら、私は私なりにまた考えていきたいと思い

ます。 
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 以上でございます。 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

        １時間に２本程度というのは、大体自分の生活の中においても、バスの

時間に合わせられるという本数でしょうか。 

山崎委員  ： そうなのです。ですから、私ほとんど毎日のように出かけているのです

けれども、さほど不自由は感じておりません。 

佐藤会長  ： １時間に１本となったら不自由と思いますか。 

山崎委員  ： はい。もっとも、去年までは１時間に３本あって非常によかったのです

けれども、今はそのような状態で。 

佐藤会長  ： わかりました。ありがとうございます。 

        山口さんいかがですか。 

山口委員  ： 私も免許は持っておりません。それで今バスもいろいろ、第１回も所用

で欠席させていただきましたけれども。 

        高齢者の立場から申し上げますと、まず、通院する方、それから、家族

が入院している方が、お知り合いにもたくさんいらっしゃるのです。 

ところが病院に至る路線によりましては、１時間に１本ということで、

その１本を逃すと、１時間待つというような話も承っております。 

 そういう中で、いろいろ経済面とかなんとかと市の方のあれもあるの

でしょうけれども、まず、きょう私ここへ来るのに、バスというのは、

申しわけないけれども、路線バス１回も乗ったことないのです。甚だ恐

縮ですけれども。 

        それで、今タクシーの運転手さんにお聞きしましたら、まず、これは 

陸運局関係だと思いますけれども、事業免許を取るのが緩和されたので

すね。それで非常に、私が今乗ってきたタクシーの運転者さんですと、

700台は増えていると言うのです。 

私タクシーに乗りますと、大体運転手さんといろいろお話しするので

す。それで、見ていますと極端に若い運転手さん、それから、もうリタ

イヤした方が勤めることなく、今車社会ですから、皆さんそれこそ２０

代から運転していらっしゃるのだから、一番手っ取り早いところのバイ

トがタクシーの運転手であると、そういう話も承っております。 

        そういう中で、果たしてどれがいいのかと申し上げますと、まず、都心

部に入るのがなかなか、私は中央区ですから、やや中心部に近いのです

けれども、車が渋滞していてなかなか入れないと。それは恐らく、前に

耳にしたことあるのですけれども、中心部に車を入れないようにしよう

という計画もあるやに承っておりますけれども、そういう問題。 

 それから、高齢者がとにかくバスに乗って病院へ行くにしても、それ

から、電車もしかりなのです。なかなか段が高くて、腰、足の悪い方が

多いので、それが非常に困るというので、そういう苦情も来ておりま

す。 

        しかし、これは一挙に解決できるものではないと思っておりますけれど

も、廃止されたら随分困る方がいるのではなかろうかと。そういう意味

において、どっちともつかず、皆さん方の知恵を絞っていい方向に持っ

ていきたいと思うのが私の一つ意見でございます。 

佐藤会長  ： バスを利用するに当たって、バス停まで遠いとか本数が少ないとか、そ

ういうことで利用しないのですか、それともタクシーの方が使いやすい

ということで。 

山口委員  ： 私はそそっかしいものですから、実は３０年ぐらい前に転んだのがもと

で、ひざを痛めて正座はできない。一生懸命歩いてはいますけれども、
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なかなかバスには乗りがたく、ワンステップに乗るにしても、どこかに

つかまって乗るような状況です 

 それから、うちの近辺はバスというと、南３条と９条なのです。うち

は６条ですから、それなら面倒だからタクシーに乗って、それで、時間

に追われて歩いていますから私の場合は、タクシーの方がいいと。だか

らほとんどタクシーで移動して歩いています。そういう実態でございま

す。 

佐藤会長  ： わかりました。 

        村本さんいかがでしょうか。 

村本委員  ： 私も実は免許は持っておりませんが、しかしながら、バスも余り利用し

ていないくせに、ぜひバスを残していただきたいということをお話しし

たく、ここにいるわけでございまして。 

        いろいろ言われておりますが、やはりうちの同居している親とか見てい

ましても、高齢化が進んでおりますので、自家用車だけに頼るというわ

けにはとてもいかない状態で、親も事故を起こしたりしましたので、ど

うも自家用車に頼るという、免許保有率が高いから自家用車に頼るとい

うわけにはいかなくて、やはり高齢化を考えたときに、公共交通、バス

路線というのを大事にしていただきたいということです。 

 それから、小さいお子さんとかいる方は、バスを利用していないよう

に見え、自転車を利用していらっしゃる方が、高校生とか若いお母様で

とても多いと思うのですが、自転車も実はとても危ない交通手段である

と思います。 

これもつい最近、父が自転車で事故を起こしまして、自転車で高齢者同

士の事故というのはなかなか大きい事故になってしまいますので、それ

に、小さいお子さんを乗せて自転車に乗って、自転車から落としてし

まって事故を起こしたという事例もいろいろな、統計的には出ないので

しょうけれども、病院関係のお話を聞きますと、随分、頭を打った方だ

とか、自転車から子供が投げ出されてしまって病院に駆け込むお母様と

か結構いらっしゃるものですから、そういう意味でバス路線というのは

大事にしていただきたいと思います。 

        それと加えまして、高校生が非常に自転車に依存しているように見える

のですが、高校生というのは、やはり朝ぎりぎりに出ますので、物すご

い勢いで高校へ向かって乗っていきます。高校生だから大丈夫だろうと

思うのですが、前しか見ていない、もしくはほとんど寝ないで高校へ向

かう高校生たちがおりますので、決してこの子たちにとっても安全な乗

り物とは言いがたいわけでして、そういう高校生たちの安全というので

しょうか、大事な、少子化の中で一生懸命育ってくれた高校生ですの

で、将来税金もぜひ払ってもらえる高校生だと思うので、この子たちも

安全に大人にしていかなければいけないという、公共というのでしょう

か、公共的なニーズというのがあると思いますので、ぜひ高校生の、

「じゃ、自転車に乗っていきなさいよ」というふうに考えないでいただ

きたくて、ぜひバス路線を、高校のバス路線の使い方というのを大事に

していただいて、高校生の利用状況とかを考えていただいて、できるだ

けバスで通学させてあげたいと思っております。 

 もう一つつけ加えて言わせていただきますと、高校生のバス料金とい

うか、公共交通の料金というのは非常に高いのです、実は。 

私も高校生の母ですが、15,800円が１カ月にかかります。とてもこれは

高いのですけれども、うちの場合、安全を、母のヒステリックな心配を
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考えたら多少お金出しても仕方ないので、バス料金を払って公共交通を

利用させておりますけれども、お子様方によっては、自転車通学をして

いるのは、実は経済的な問題が背景にあるお子さんが結構いらっしゃい

ます。しかもかなり遠方の方です。 

 ただ利益とか公営か否かということだけはなくて、公共交通の重大性

というか、バスの大事なところというのはいろいろあると思いますの

で、ぜひご検討いただきたいと思っております。 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 今までのお話を聞きますと、女性の免許の保有率が高まったとして

も、それはそのまま自家用車の利用とも直結しないということのご指摘

がありました。そこのところの今後の対応の仕方といいましょうか、ぜ

ひ最初に口火を切った高野先生のところの専門部会で、女性の免許保有

率の向上に関して、それがそのままバスの利用者減につながるというシ

ナリオに関して少し検討いただきたいということと。 

 それから、自転車に関して、やはりどう位置づけるかということであ

りまして、今の上田市長さんは自転車が好きなようでありますが、だか

ら自転車でという話にはならない。特に高校生の通学において、自転車

通学の大変さとか、もう一つ、バス料金の高さとか、それを考えたら、

高校生の通学のためのバスの利用に関して、都市として施策、路線の政

策ではなく、そういう高校の通学という機能に関する考え方というので

すか、それは大事なことではないかなと思います。これも専門部会等に

おいて、より具体的に検討いただきたいと思います。非常に大切なご指

摘ありがとうございました。 

 松本さんいかがですか。 

松本委員  ： 私も免許を持っていますが、都心へ来るときは車を置いてバスか、もし

くはバス＋地下鉄で来ています。駐車場代金や駐車場を探すこととかを

考えると、そんなに車で都心へ来ることがメリットあるのかなと思って

のことです。 

 それから、私の母も免許を持っていますが、ペーパードライバーで全

然運転しません。 

 先日、５日と20日はノーカーデーで、エコ切符が販売されるので、こ

れを使って母は出かけました。 

出かける前には「多分あそこの路線は使えると思うよ」と言ってはいた

のですが、いざバスに乗るときに札幌駅のターミナルで、運転手さんに

心配だから聞いてみたところ、「降りるときにカード入れてみないとわ

かりません」と言われたそうです。 

これではエコ切符じゃなくて、エゴ切符だなみたいな感じを受けまし

た。 

 それから、平和大橋が開通して、新しい路線も都心直行バスの形で増

えたりしているのですが、私がこういう審議委員やっているものだか

ら、職場の人とかが「エコ切符使おうと思ったら、カード入らなくて、

運転手さんにだめだと言われたんだよね」と言われたりします。結局、

利用のわかりにくさがまだまだ残っているのかなという気がするのです

けれども。 

        16ページの利用機会ということで、１日何本以上走っているかという

データがあります。 

少し細かい話で申しわけないのですけれども、本数でいけば、確かにす

ごく走っているところはあると思うのですけれども、実際見てみると、
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特に私の住んでいるところで恐縮なのですけれども、４路線ぐらいが１

時間に２本走っていると、１時間に８本は最低あるかなというところで

も、時刻表を見ると、途中まで乗っていこうにも、55分、56分、58分、

59分とか、そういうふうに並んでいるのですね。そうすると、バスが団

子になって来て、実質１本しか走っていないような感じなのですよね。  

これがダイヤが分散していると、５分おきとか10分おきにバスが来ると

いうことになるのですが。 

もともとは市営バスの路線で、ずっと昔からそういうことをやっていた

のですね。従来から民間の路線だったところは結構、行き先が違っても

同じ区間を走る際には均等に時間間隔をあけて走っているというところ

があると思うのです。 

 ちなみに私がここへ来るときの路線というのは、非常に今も込んでい

て、すいているバスが追い抜かしていくというような実態が昔から続い

ているのですけれども。 

 先日、たしか８月31日だったと思うのですけれども、市電フォーラム

がありまして（※第１回市電フォーラム・札幌市主催）、私はそれに参

加させていただいたのですけれども、広島電鉄の方が来ていて、雨の日

など何かあったときに、車を置いていくような天候のときに、たまにバ

スに乗ってみよう、電車に乗ってみようといったニーズに対して増便を

するような形で、免許持っている人がたまに乗ったときに、「やっぱり

込んでいて嫌だ」というふうに思われないようにしているという話があ

りました。そういったマイカーなどにふだん乗っている人を取り込むよ

うな工夫が、市内ではちょっと足りないのかなと、ずっと思っていまし

た。 

 特に、広電の方の話では、結節点、乗りかえるところでは「濡らさな

い」「歩かさない」「待たさない」の三つの「ない」が必要だというこ

とを言っていたのですけれども、札幌の結節点はどうでしょうか。 

「濡らさない」というのは、まあいいのでしょうけれども、「歩かせな

い」という部分は、結構歩かせているようなところがあると思うので

す。新しい駅でも、宮の沢だって結構、動く歩道すら設置しているくら

いですから、乗継に５分ぐらいかかるでしょうし、円山公園のように、

終点のバスターミナルまで乗っていくより、一つ手前のバス停でおりた

方が改札口に近いとか、すごいところが多くあるかと思うのですけれど

も、そういったのもどんどん直していかないと、短絡型、短絡型という

のもデメリットばかり出てくる、地下鉄おりたら路上駐車はあるのだけ

れども、バス停は100メートルぐらい離れているとか、結構あるのではな

いかなと思います。 

 それから、きょうの議題である、39ページのところなのですけれど

も、札幌の場合、大手３社が分かれて運行していますけれども、その経

営努力の差というのは、どう評価するのかなというのはあると思いま

す。 

例えばある会社は、わかってしまいますけれども、車内で傘を販売して

いるなど、増収策を図っているほか、接遇も良くしたりしているのだけ

れども、別の会社はそんなに接遇よくないなとか、アイドリングストッ

プとかもしていないし、どうなのかなというような会社もあったり。 

そういった差をどういうふうに、各会社の事情だから関与できにくいの

かなとは思うのですけれども、一律にうちの路線、乗客減ってきている

から廃止と言われて、あっそうですかというわけにはいかないと思うの
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です。そういった各会社の努力をどう評価していくのかなというのが

ちょっと気になりました。以上です。 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

 まずは、エコカードというかエコ切符、それについてちゃんと機能す

るかどうかの確認ですよね。乗って通らなければだめというのはちょっ

とひどいですよね。そういう点でのチェックをちゃんとして、市民にそ

の利用を呼びかけているのだろうかという、そういうご指摘がありま

す。 

        バスのダイヤ、16ページはまさに本数だけでありまして、これだけでは

情報は十分ではないということですよね。これをさらに、例えば１時間

の時間の中でのバスの本数のあり方、そこまで入っていかなければだめ

だと。それは、個別の路線のときにそういう課題が出てくるだろうと思

います。 

 そしてさらに、実際に使うに当たって、今、札幌市等の結節点での課

題、前々から言われていながら、何も変わっていないということに関し

ては、やっぱりこれは行政の責任といいましょうか、よくわかっている

けれどもできないというのは、それはやっぱりわかってないというか、

わかっているとは言えないのではないでしょうか。そういう点で、今ま

で言われたことを直せば、それだけでも随分よくなっていく部分がある

と思うのです。 

 それがなし得ないのは、お金のせいだけということではないだろうと

いう、市民にも負担を求める限りは、行政においてもそれ相応の努力を

したということが必要ではないかなという感じがします。 

 今ご指摘の部分というのはいろいろあると思います。そういえば私も

というような方がおられましたら、後からどんどん事務局に今のような

ご意見をお寄せください。それについてフォローアップをしっかりして

いただきたいと思います。 

        澤田先生には最後に総括をお願いしたいと思いますので、松野さんよろ

しくお願いします。 

松野委員  ： 松野です。私は免許証を持っておりますので、実は通勤に会社の乗用車

を利用しております。ただ、冬はやはりツルツル路面が怖くなりますの

で、バスの便も増えますから、公共交通機関を利用するようなことがよ

くあります。特に道路が混んだりしますと、やはり乗用車で通うのは、

時間的にも当てにならないということがありますので、地下鉄ですとか

バスを利用するようなことをやっております。 

 私も高齢者になりますと、あまり車を運転しなくなるのではないかな

というふうに思っていますので、バスもしくは公共交通機関は重要なも

のになるのではないかと思っています。 

 今の札幌の場合は、かなり便利なのだなというふうに思っているので

す。地方に出張で出かけますと、１時間に１本もしくは２時間に１本の

バス便数であり、ここに住んでいる人たちはどう暮らしているのか、ど

んな努力をなさっているのかなというふうに思うと、自分が余りにも便

利なところで暮らしいているために、それになれ切ってしまって、次か

ら次へと便利さだけを求めてしまっているのかなと、たまに思うことが

あります。 

 こちらの39ページにあるバス路線検討方策のプロセスのイメージです

けれども、これは、こういう順番にやっていくのは一番いいのだろうな

というふうに思います。バスサービスの確保の分類というところを見て
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いると、費用負担というところで、だれから、利用者か、もしくは行政

か事業者か、必ずいろいろ方策を立てていくと費用負担をする場所があ

るのだなと思うのですが。 

        ちょっと質問なのですけれども、新たなバス事業者による運営、運行と

いうところで、利用者の利便性は同程度になって、費用負担のところ

は、これが横棒になっているのですけれども、費用負担は明確にわから

ないということで、横棒になっているのでしょうか。 

それとも新たな、あまり変わらない状況で行くというふうに見ているの

か、わからなかったのですけれども。 

新たなバス事業者は、参入するということは、これは多分経営面でいい

状況をつくるものでないと参入はしてきてくれないのではないかなとい

うふうに思うのですが、その辺はどうなのか伺いたかったところです。 

 あと、先ほど富山委員からもありましたように、コミュニティバスと

いうのはちょっと興味があります。 

金額的にも安くなると利用するようになるのではないかと思いますし、

今何かというと都心に向かうための交通手段に対していろいろお話しす

ることが多いかと思うのですけれども、ある程度年をとったときの行動

半径というのは、日常の自分の、さまざまな地域に住んでいる方の日常

の行動エリアというのでしょうか、例えば通院にしても、手稲に住んで

いる方が町の中の病院に行くだけではなく、手稲の近所の病院だったり

するかもしれない。 

そういうようなときは、こういうコミュニティバスなんかがうまく活用

できれば、通院に対しての公共交通機関というのはかなりよくなるので

はないかというふうに、感覚ですが感じています。 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 41ページのバスサービス確保方策の分類、この表を瞬間に見られて、

よく理解されて、新事業者による運営、運行は全部棒線だけれども、こ

れは何の意味かという、まず一つは、この表は非常にいい表であるとい

うことです。だからこそ今のようなご質問が出たということです。横棒

の意味は何を意味していますか、下の方に凡例ないのですか。 

事務局二木 ： 横棒の意味でございますけれども、ここで、新たなバス事業者という観

点で分類いたしましたのは、上の方にある分社化、子会社化に見られる

ように、事業者として経営効率化をどこまで図れるかという観点で見た

ときに、こういう新たな事業者もあり得るという観点なのです。ですか

ら、先ほど委員がおっしゃられたとおり、コストが下げられて運行が可

能な事業者の参入もあり得るとすれば、この部分となり。その分につい

ては事業者の責任において運行ができるという判断をして参入でしょう

から、それぞれの分野での負担は発生させなくて済むかなという意味合

いだと思います。ですから、現実問題、そういう事業者はあらわれるの

でしょうかと言われると、そこは保証の限りではないのかなというふう

に思います。そういう意味で、一たんは横棒の整理にしてございます。 

 逆にここに、コストを今以上に安く提供できる事業者があるとすれ

ば、当然、行政、市民の負担が発生しなくて済むよという程度の意味合

いかなというふうにご理解いただければいいかなと思います。 

佐藤会長  ： 横棒の引き方がよくわからないからとりあえず引いているという印象が

強いものですから、どうしてもわからない部分と、今のような説明でで

きるものというのは違いがありますので、もっとそこのところは、でき
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る限り横棒を少なくして、説明するようにされた方がいいと思います。 

 この頁は非常にこれからいろいろな議論のベースになってきますの

で、よろしいですか。 

        それと、先程の松本さんのお話で、ぜひ補足しておきたいのは、雨が降

るなど天気の悪いときに自家用車からバスにシフトするときに、バス会

社がその分を増便するという施策は、これは賢いなと思いますよね。 

意外とバスっていいものだと。札幌の経験は、そういうときは込んで、

もう二度と乗るかという、やっぱり自家用車だと帰ってしまう面がある

のですけれども、なんかそういうビジネスチャンスをバス事業者がどれ

だけ生かそうとしているのかという、それがないような感じがいたしま

す。 

 そういう点で、ぜひそこのところも専門部会の方でこれから検討して

いただければと思います。傘を売る話も含めて、バス事業者がビジネス

チャンス、トータルで、例えばバス料金だけで収益上げなくていいので

はないかという話も出てくるわけですよね。そういう点で、対象を広げ

ていただければと思います。 

 富山さんよろしくお願いします。 

富山委員  ： バスの路線の廃止というような話題になっているかと思うのですけれど

も、一つ、私が読んだ本の中に「ムーバス」という例があります。これ

は、行政側の方々は把握なさっていると思いますけれども、東京の中央

線の武蔵野市でやっているバスでございますが、これは、やはり民間に

やらせたときに、民間の方では、１路線2,000万円ぐらいの補てんはして

ほしいということだったようですが、現実は、バス会社の方が武蔵野市

に１路線５００万円ぐらいを、黒字だったということで、半分提供して

いるという事実がございます。武蔵野市は現在４路線、武蔵野市は、中

央線の駅から言えば吉祥寺、三鷹、武蔵境というＪＲの３駅を要してお

りますけれども、その３駅で４路線をそれぞれ、これもたしか15分ぐら

いの間隔で回しているのですが、しかも料金は100円です。停留所の間隔

は200メートルということでございます。 

 ですから私は、これからいろいろな検討をなされると思うのですが、

路線の設定の仕方ということは非常に重大なことになってくるのではな

いかなと。例えば区役所だとか、先程からお話に出ております病院だと

か、そういったところが路線の中にちゃんと含まれているのかどうかだ

とか、やはり公共交通サービスということのとらえ方でなくて。 

ちょっと脱線しますけれども、私は大好きな札幌が、11月１日の日経新

聞に、行政サービスの全国調査結果が出ているのです。札幌市がマイナ

ス、要するに低レベルの筆頭格なのです。皆さん、日経をごらんになっ

ている方お読みになっていると思いますけれども、それで、今お話しし

ました「ムーバス」の武蔵野市は行政サービス、690あまりの市の中で

トップなのです。実はこれは、公共交通ということではなくて、行政

サービスということに密接に結びついているのではないかというふうに

私はとらえておりまして、先程から、学生の通学というようなことにポ

イントが合わさってきていますけれども、やはりこれからは高齢者ある

いは身体障がい者、あるいは交通弱者というところにポイントを合わせ

た形での路線の設定というようなことが必要になってくるのではないか

なというふうに思っております。 

 新聞も切り抜いて持ってきたのですが、本当に大好きな札幌がこんな
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状況かと思うと、本当にがっくりしているような、私の現在の心境でご

ざいます。 

 以上です。 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

        武蔵野市のムーバスの事例というのは、事務局は把握しておられます

か。 

 ポイントとして、42ページから、各方策の概略というのが幾つか出て

いますよね、その中にはないですよね。やっぱり何を取り入れ、何を外

すかというときに、そのポリシーがないというか。 

特に、今ご指摘のあった行政サービスといいますか、公共サービスとい

う、そういう視点で見たときにはどうなのだといったら、当然、取り上

げるとか、紹介するものは変わってきますよね、そこのところがもう一

つ足りないのではないかなということであります。 

 それから、サービスの指標が非常に低いということに関して、下平尾

さん一言、何かありませんか。そのまま受け入れますか。 

事務局下平尾： 私もあの日、新聞で見て大変びっくりしたのですけれども、その後き

ちっと検証もしてなかっので、もうちょっとその後調べてみればよかっ

たなとは思っています。 

一つの指標的に、平均値以下のものがたくさん集積すると、そういうふ

うになったということなのだろうと思いますので、今後ともさまざま形

で努力していかなければならないということでございます。 

佐藤会長  ： その情報に関して、ランクというのはいろいろなとらえ方がありますけ

れども、やっぱり一つの基準になっていますので、それは、そのとおり

だとか、ここはちょっと違うとか、これは、札幌市の本当の大事な部分

のサービスを評価していない、例えば除雪等というのは入れたら、か

えってプラスなのかマイナスなのか疑問でありますが、除雪サービスと

いうのは非常に大事なウェイトを持つのですよね。多分全国的にはそれ

がないだろうと。というようなことがきちっと説明できるようにされて

おかれて、その中で、バスについては、札幌はこういう考え方をしてい

るという、それが必要ではないかと思います。どうもありがとうござい

ました。 

 非常に、関係者でありますが、塚本さんいかがですか。 

塚本委員  ： バス協会の塚本でございます。 

        前回所用がございまして休みましたけれども、おわび申し上げます。 

        先程から出ておりますけれども、バスは空気みたいなもので、一般的

に、あって当たり前ということがよく言われます。 

        実際、日ごろは乗らないけれども、あった方がいいということを言われ

るわけでありますが、なくなりますと、利用者の利便が失われるという

のはもちろんでございますけれども、都市機能が失われると言っても過

言ではないのかと私は思っています。 

 そういうことから、都市交通、バスに対する市民の認識と申します

か、理解というのをより今後深めていく必要があるのかなと私は思って

いるところでございます。 

        先に会長さんの方から、今回の審議会、データを中心に、重視して今後

進めていくというのが非常に強くあらわれているというふうにおっしゃ

られたわけでございますけれども、やはり数字で判断するのも大事とは

思いますが、単に経済、合理性だけで片づけていいのかなという部分も

私はあると思うのです。 
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 札幌市さんではいろいろな実証実験をやっておられます。将来、マイ

カーの都心部乗り入れ制限ということも踏まえてのことに私は理解して

いるわけでございますけれども、こういうのは非常に大事なことではな

いのかなと思っております。 

        それと、37ページに、バスネットワークの維持は必要だということで書

いてございます。これも私も同感でございますけれども、廃止されるに

伴いまして、いろいろな選択肢がありますが、真のネットワークがこれ

でできるのかどうかというのを私は疑問に思っているわけです。 

例えば札幌市は全国的にも、ウィズユーカードということで、いろいろ

な交通機関を１枚のカードで乗れるというのが古くから実施されている

わけでございますけれども、この点に対応できるのかどうか。 

ちょっと先の話になるかもしれませんけれども、今後こういうことにつ

いても検討をしていく必要があるのかなと、こう思っております。 

 以上でございます。 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

        黒宮さん、ご意見お聞きしたいと思いますが。 

黒宮委員  ： 黒宮です。 

        先程村本委員の発言にもありましたが、高等学校ＰＴＡ連合会に所属す

る身としても、高校生の通学に関して、公共のバス等を利用するという

ことは、相当費用が負担になるということがあります。 

それともう一つ、危ないのですね、自転車は。危ないことをわかってい

ても、自転車に乗らざるを得ないというのは、今の高等学校は、全学校

において部活動というのをやっておりまして、これは時間が何時に終わ

るという、上限はあるのですが、大体遅く、夏の場合ですと８時半ぐら

いまでかかってしまうという部活もあります。そうしますと、スクール

バスが設定されていてもそれに乗らない、あるいはばらばらにしか乗ら

ない。そうするとバスの方も、先ほど言うような収益の面からいくと、

到底やっていかれないというような意見も耳にします。 

 そんなことで、これは、先ほど塚本委員の意見にもありましたが、や

はり行政サービスの方でカバーしていかなくては、そういうところはう

まくいかないのではないかというように思います。 

 札幌市では、公共交通機関については概して赤字でございまして、も

うかっていないのですね。そういうようなところ、やっぱり交通、運

輸、そういうものをこれからもやっていくとすれば、人を運ぶだけで利

益を上げるということは至難のわざだと思います。 

やはり様々な面で活用しながら、僕は地下鉄を見ていると、非常にあい

ているスペースがもったいないと、これを何か少しでもそういうものを

カバーできるようなものに利用できないかと常々思っております。 

 そういったところで、頭を柔軟にして、縦割りでなく水平思考で、大

いに研究、検討していただきたいなと。それでないとこの審議は進みま

せん。 

        それと、審議のポイント、たくさんあるのですね。 

敬老パスをいただく70歳以上で、免許は持っているが敬老パスももらう

という方もいます。そして、それを使わずに自家用車で出かけていらっ

しゃる方もいらっしゃいます。それで、自家用車っていいけれども、今

後見ていきますと、だんだん、先ほどの言う排気ガスの問題、そういっ

た意味からいくと、余り自家用車って賛成できないのですね、１人で１

台乗っている人が多いわけでしょう。そういうようなことから考える
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と、やっぱり公共性に市民も応援していかなくてはいけない。ただ自分

のエゴだけで、ここはこうだからこうしてくれというようなことばかり

では先に進まないと思います。 

 そういうことで、本当に真剣に取り組んで、これからの札幌、2020年

のビジョンにあわせた札幌の交通のマップをつくっていきたい。 

それは、まちづくり委員会も平行して今やっているところで、やはり一

つのものがこうであるというのではだめでして、みんなつながりを持ち

ながらやっていくと、いい答えが出てくるのではないかというぐあいに

考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

 この審議会の委員の方々、特に公募委員の方々は、いろいろなお立場

での参加でありまして、まさに利害の対峙する部分も当然あるかと思い

ます。それはそれで、きちんと自分たちの主張はされていただきたいと

思います。 

その上で、より大きく、行政サービスは何かとか、市民の負担とは何か

という、そのことを考えていく、そういう場にしていきたいなと思って

おります。そういう点で、今後ともまたよろしくお願いします。 

        奥山先生、いかがでしょう。 

奥山委員  ： 私は、都市の設計というのを専門にしている方ですので、札幌市を人間

の体に例えると、私の仕事というのは骨格とか体の見えるところ、筋肉

とかが機能を果たすように設計することなのですが、今回のバスサービ

ス、公共交通サービスというのは、どちらかというと血管とか神経と

か、そういう部分だと思うのです。 

その辺で例えると、札幌市もだんだん高齢化してきて、体全体が麻痺し

てき始めた、動脈硬化を起こし始めたと言えるでしょう。 

 特に、データで示された周辺地域、手足、手の先とか足の先の末端に

あまり血液とか神経が行かなくなり始めたと。それで、その辺で一番ビ

タミン剤、カンフル剤になるようなのは何かと思うと、やはり公共交通

の料金と、それから自家用車の料金というのですか、費用のうまいバラ

ンスを何とか考えられれば、これらが解決するのかなという気で、それ

は、ここにいらっしゃる皆さん同じように問題を指摘しているし、把握

していると思います。 

        それで、私も交通の専門家でないのでよくわからないのですけれども、

やはり一番問題は、利用者の方の料金をどの辺まで払っても、損をして

いない、これで満足だというレベルをここで探すのは難しいと思うので

すが、その辺をこの審議会がある程度見通せれば大成功かなという気は

します。 

佐藤会長  ： ぜひ専門部会でもご指導よろしくお願いします。 

        今井委員いかがですか。 

今井委員  ： 札幌ハイヤー協会の今井でございます。私も事業者なものですから、実

はバスにほとんど、この20年ぐらい乗ったことございません。そういう

立場で余り言うのもあれなのですけれども。 

 非常によく資料等々まとめていただいているなというふうに思いま

す。４ページのバス利用の目的というか、要するに目的があるから、タ

クシーもそうなのですけれども、目的があるから利用するということだ

と思うのです。これなんか見ると、まさに、当たり前のことですけれど

も、10代から通勤・通学、あるいは60歳ぐらいまでは、通学とか通勤

等々で利用されて、先程からちょっと話題にもなっておりますけれど
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も、高齢になると、買い物、娯楽あるいは通院とか、そういった目的が

すごく変わってくるのかなと。 

 これからのバスの利用等々を考えると、先ほど39ページに今後の審議

の仕方というか、そういうことをまとめられているのでしょうけれど

も、今言ったような目的に合わせて、どういう利用されているか、それ

から、札幌の場合には夏と冬の季節的な波動という問題等々もあろうか

と思います。したがって、そういうことを複合的に考えて、これからの

路線というものを考えていただかなければいけないのかなというふうに

思います。 

        39ページの一番下に路線の機能維持方策の検討ということで、縦のライ

ンで、現在のバス路線の維持とか、それから、自治体が運営主体となっ

た路線維持、それから、代替交通の確保ということで、41ページを見ま

すと、代替交通の確保にタクシーによる乗り合いタクシー等々が出てく

るのですけれども、これは、おのおのが縦のラインなのですが、やはり

ここに横のラインというのも必要だと思うのです。 

バス事業者あるいは地方自治体等々が、それからタクシー事業者等々、

そういうことがいろいろ絡まって新しい交通というか、そういうことも

できてくるのかなというふうに思いますので、その辺もご考慮をいただ

ければなというふうに思います。 

        それから、乗り合いタクシーについては、現在札幌市では運行はないの

ですけれども、資料の53ページに、帯広で乗り合いタクシーのことがご

紹介されているようなのですけれども、これについては、私も詳しいこ

とわからないのですけれども、現在、札幌市の近郊で乗り合いタクシー

というものを実際にやっております。 

これはどういうものかといいますと、深夜のバスのなくなった時間帯

で、北広島駅から北広島の団地、それから、ＪＲの北広島駅から南幌

町、それから、ＪＲの野幌駅から南幌町ということで、この三つの路線

で、大体バスのなくなった23時以降、これは、南幌町等々の助成も受け

ているのですけれども、そういった乗り合いタクシー等々が実際には運

行されているのですけれども、そういうことも参考に入れながら今後の

審議をしていただければなというふうに思います。以上です。 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

 それでは、飯田先生、引き続きよろしくお願いします。 

飯田委員  ： 21ページの図をごらんになりながらお聞きいただきたいと思うのです

が、直行型バスの路線図というものです。この図の上の文章です、下の

２行ですが、「札幌市としては、短絡型バス路線をバスネットワークの

基本とし、直行型バス路線は地域ニーズ（需要）等に応じて運行される

ものと位置づけている」いうことで、要するに地下鉄のターミナルでバ

スを乗り継ぐという形に切りかえていきたい、都心の地下鉄とバスの重

複している部分というのは結構むだ、というご判断と思いますが、これ

は、地下鉄の収支を改善していくという点でも意味があるのだと思いま

すけれども、バス会社、あるいは住民にとって望ましいものかどうかと

いうのはかなり疑問があると思っています。 

        というのは、バス会社にとっては、その前のページに、都心直行型と地

下鉄ターミナルの駅接続型との、あるいはＪＲ駅との接続型との割合が

出ていますが、３割近く直行型が出ていると。これは、結構収支上もバ

ス会社にとってメリットがあるものなのではないかと思います。 

これを捨てて収支がさらに悪くなったときに、バス会社として短絡型の
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バスに切りかえていくということのメリットがどれだけあるのか心配し

ています。よほどターミナル、駅接続型でももうけられるというような

形の策が講じられないと、バス会社にとってつらいだろうと。 

 また、住民にとっても、都心直行型を求めている方がかなりいますの

で、短絡型で納得できる、例えばバスターミナルがかなり便利になると

か、地下バスターミナルがあって、そのまま地下鉄のホームに行けるぐ

らいの便利さなどがないと、そのような体系を望めないのではないかと

いう気がします。 

 また、21ページの図ですけれども、清田であるとか南区の南部の方面

とか、こちら方がかなり直行バスは出ていて、これだけではなく、その

外側、清田の外の北広島市大曲地区とか石狩市花川であるとか、そう

いった郊外の住宅街の人たちというのは、これから地下鉄に乗りかえる

ということを求められたときに、それを自ら望むような料金であるとか

便利さ、ターミナル乗継の心理的あるいは物理的な便利さに今なってい

るかということを考えなければいけないと思います。 

 もし私が石狩市民だったら、こういう切りかえには反発したとする

と、自分の、例えば花川にバスターミナルが欲しくなると思うのです。  

そこにバスを集めて、直行便を札幌都心に出してほしい、できるだけ札

幌市内ではとまらないような便利なものがあるとうれしい、ということ

になるのではないかという気がします。 

 これは、盛岡の郊外住宅地でそういう事例があって、地下鉄はないの

ですけれども、盛岡の郊外の住宅地で細かくバスを集めて、そこで乗り

継いでいただいて、都心直行バスという形というもので、非常に人気が

あるということらしいです。 

 こういう対策を講じられると、何が何だか計画がかなり、コンパクト

シティの計画も崩れていく気がしますので、やはり先ほどから申し上げ

ているように、ターミナルなどをかなり便利にするということとセット

でなければ、住民もバス会社もなかなか賛同してくれない。政治的に大

きな問題になってしまうということが考えられるのではないかと心配し

ているところです。 

佐藤会長  ： やはり今までの札幌市の公共交通政策、地下鉄を中心とし、バスの短絡

システムで公共交通政策をやってこようとしたことが、やっぱり転換期

を迎えていると。 

少なくても市営バスがなくなったという時点において、地下鉄の短絡の

サービスが今のままでいいのだろうかという、その反省は必要だろうな

という感じがします。 

 そのことが、全く何もされないでもし放置すると、当然バス会社は、

短絡は嫌だけれども、直行なら走らせたいという、そういうことに関し

て、行政サービスとして札幌市は将来それをどう受け入れるのか、また

は受け入れないのか、そういうことが起きてくると思います。 

 そういう点で、今までの交通行政にかかわる点検というのでしょう

か、それもやっぱり必要ではないでしょうか。それを放置したら見えて

くる、具体的に言ったら、短絡バスをやめて直行バスになりますよとい

う、そういう指摘にもなります。これは非常に大事な問題点だと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 秋江さんよろしくお願いします。 

秋江委員  ： 秋江です。 

        私自身は、１回目の審議会の後に、今後のバスネットワークのあり方と
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か、札幌市の果たすべき役割とかといったテーマについて意見書を書い

た１人なのですが、この意見をまとめているときというのは、そう意識

はしていなかったのですが、まとめて出した後に、平成13年の答申とい

うものを読み直してみたのですが、割と答申の流れに大体沿っているな

と、そういうふうな印象だったのです。 

 ですから、13年の答申の中でも、公共交通の優先性確保ですとか、乗

継施設の改善ですとか、わかりやすい案内ですとか、そういったものが

もう出されているわけですけれども、これから先、実際どうすることが

わかりやすさにつながるのかと、どうすることが便利さにつながるのか

ということをこれから、多分当然審議されると思いますが、そういうこ

とも具体的に打ち出していくべきだろうなというふうに思いました。 

 一例で、私の意見書に出さないことで言えば、わかりやすさという意

味で言えば、例えばバスの中に優先席があります。これは、特に新しい

バスですけれども、優先席のひじかけ下の部分に降車合図ボタンがあり

ます。でも、例えば使われている高齢者の方が、そこにあることがわか

らなくて、立ち上がって探したりしているわけです。なぜなら、そこに

ボタンがあるという案内表示がないからです。 

 それから、札幌駅の東口にバス総合案内システムをバス協会さんが設

置されていますけれども、これも同じで、あるにはあるのですけれど

も、例えばそこにそういうものがあるという案内は駅のどこにもないわ

けです。 

ですから、そういう割と細かいことの積み重ねがわかりやすさというも

ののレベルを上げていくことにつながるのかなという印象を僕は持って

おります。 

 それから、特にこれから、38ページに出てくるバスサービス確保の考

え方、路線廃止意向に対する維持方針検討ということですけれども、こ

れに関しては、まさに地域の問題で、地域の住民の皆さんがこの協議

会、多分廃止になれば、協議会が設置されるということになるかと思う

のですが、市と事業者というだけでなくて、やはり住民の参加の場とい

うのが持たれるべきだろうというふうに思います。やはり知らない間に

物が決まったということでは絶対いけませんし、また、住民の側からし

ても、自分は使わないけれども、バスがなくなるのは嫌だというふうな

話は、もうこれから先は通用しないと思います。 

 ですから、そういった観点から、バスの問題というのは、自分の生活

環境をどうしていくかということを主体的に地域の皆さんが考えてい

く、そういう意識の醸成ということも含めて、これからそういうふうな

形で審議会というもの、協議会というのをできるような形が望ましいか

なというふうに思います。 

        以上です。 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

        今のご指摘で、41ページの表をごらんいただきたいと思いますが、費用

負担のところが、利用者、事業者、行政とありまして、当初には、地域

というのも実は事務局としては出してきておりました。ただ、地域の範

囲をどうするということで、結構話が見えなくなってしまいまして、こ

こに出していなかったという感じでありますけれども、将来のバスとか

行政サービスするとき、利用者だけではなく、広くその路線の通ってい

る地域というのも必要な、ある意味では参加者だと思います。 

        そういう点で、費用負担という書き方をしているから、何か地域は書き
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づらい面があるのですけれども、行政サービス、バスサービスとかバス

機能を一緒に考えるという、そういう人たちであるなら、地域というの

はあってもいいのではないかなと。地域に負担をということになると、

なかなか難しいのですけれども、バスの利用のあり方とか、バスのサー

ビスについて一緒に考える人たちとしての地域の位置づけというのは

あっていいような気がします。その中で、なおかつ費用負担というのは

どうしようかとなるのかもしれません。ここのところは、これまた専門

部会に送って、ご検討いただければと思います。 

        ちょっと時間過ぎて、せっかく参与の方々もおられますので、今の議論

を聞きながら、また、今後へのぜひ的確なアドバイスをお願いしたいと

思うのですが、きょうは田中さんの方からお話いただきたいと思いま

す。 

田中参与  ： 田中です。 

        一般論になるかもしれませんけれども、これまでのバス利用の状況を見

ますと、減少傾向が続いていますし、今後もある程度、対策が講じられ

たとしても、少子化のことを考えますと減少に歯止めがかからないのか

なと思われます。 

        このようなことを思いますと、バス交通としては、一つは、どうしても

現実的には採算性が問題になるのでないかなと、こう思います。 

        それを踏まえて、資料にも出ておりますけれども、コミュニティバスと

かデマンド交通などを含めて、どこまでしたらいいのか、それから、最

低限どこまでできるのかということも議論すべきでないかなと思いま

す。 

        その結果において、不採算路線に絡んでいると思いますけれども、不採

算路線については、負担の問題があると思いますので、行政いろいろ、

路線の補助とか、それから、冒頭言われています市民の負担とか、それ

から事業者の負担と、こういう方策を十分検討する必要があるのではな

いかなと、こう思います。 

        また、今後の路線の設定等の考え方について、事業者から十分に意見を

聞くことも必要でないかなと、こう思います。 

        それからもう一つは、まちづくりの役割として考える場合に、ある地域

については、都心でもいいのですけれども、自家用車の乗り入れについ

て制限する方法も、検討に当たっての一つの材料になるのかなと、交通

渋滞の緩和にもつながってくるのかなと、こういうふうに考えます。 

        以上です。 

佐藤会長  ： ありがとうございました。 

        石狩支庁という面で見ましたら、先ほどちらちら出ていますけれども、

札幌市内まではいいのだけれども、北広島に入った途端どんどん高くな

るとか、石狩に入った途端料金が高くなるという、利用者にそういう不

満があります。それは、利用者にしてみたら、単に市が変わっただけ

で、そんなに料金に違いがあっていいのかという疑問となり、そのこと

には、ごく素直に耳を傾けるべきではないだろうかという、もし距離で

いくなら全部距離か、またはゾーンでいくならゾーンでもいいし、札幌

圏という形でもし考えたときには、言ってみれば石狩支庁の中で、北広

であろうが石狩市であろうが、そんな大きなギャップがあってはおかし

いような気がするわけです。 

 先程の短絡バスの問題も含めて、そのあたりにもきちんとした目を向

ける必要があるかなという感じがします。 



 

－ 30 －

        どうもありがとうございます。 

 亀谷さんいかがですか。 

亀谷参与  ： 道庁の亀谷でございます。 

        公共交通路線の維持、確保というのは、全道的に大変大きな問題、課題

になっていまして、そういった中で、とりわけ札幌市においては、ほか

の過疎地域と違って交通量が圧倒的に違うわけですから、こうしたバス

路線の維持というものを検討していくに当たっては、前段、塚本委員さ

んからもご指摘いただきましたけれども、環境面からもやはり検討して

いく必要はあるのかなというふうに考えております。 

        特に、バス路線がなくなるというふうになったときに、例えば都心への

マイカーの乗り入れですとかがふえるとか、あるいは最寄りの地下鉄へ

のマイカーによる送迎がふえるということで、環境への負荷ということ

が非常に心配されるわけで、とりわけ、やはり大都市においては、そう

いった環境への配慮という観点からも、極力公共交通路線は維持される

べきだというふうに考えています。 

        そういった視点からいきますと、39ページの検討プロセスのイメージ、

これは大変いい流れになっているのかなというふうに思います。 

        ただ、37ページで、こういったバスネットワークを維持していくため

に、例えば事業者、それから行政、市民による役割、負担等の検討とい

うことがあるわけですけれども、こういった環境への配慮といった視点

から考えていくといたしますと、例えばもうちょっと大きな、広い役割

分担みたいなことも検討していっていいのかなというふうに考えていま

して、例えば雇用者ですとか、あるいは会社の方々の、これは金銭的な

負担という意味ではありませんけれども、例えば社員への公共交通機関

を利用することについての啓発といったもう少し幅広い役割分担など

も、ぜひ今後、側面から検討していく必要あるのかなというふうに考え

ているところです。 

 以上です。 

佐藤会長  ： ありがとうございます。 

        バス路線、具体的にこの路線廃止したら、どういう形で市民にそれを説

明するかということに物すごく事務局が目線行っているもので、何か

ふっと今のようなことが、ある意味では抜けているわけではないですけ

れども、きちんと書き切れていないという面があると思います。だから

こそこういう委員会を開くのでありまして、具体的なことと同時に、

やっぱり大事な視点は、何回も確認する意味でも書いておくというこ

と。 

        具体的なことも今ご提案ありましたけれども、ご検討いただきたいと思

います。どうもありがとうございます。 

        八郷さんいかがですか。 

八郷参与  ： 北海道運輸局の八郷でございます。 

        感想といいますか、申し上げますと、北海道でございますが、バス利用

者ここ10年見ましても全国平均より10％ほど高い減少傾向にあり、札幌

市内を見ましても、３ページにございますが、やはりまだ、マイカーが

増えるに従ってバスが食われるということでございますが、結局まだ渋

滞云々といっても、まだ本州ほどの、さほど差し迫った渋滞ということ

も起きておらず、結果として自家用車にバスが食われるということがあ

るのだと思います。 

その中で、39ページにございますが、これにつきましては、全くこのよ
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うになるかと思っております。 

 しかしながら、180万都市で、ここに示されているのは、いわゆる過疎

バスというのをやる場合にこういうふうになるのですが、札幌市で果た

して、これというのは若干寂しい感じがするのですが、むしろバス利用

促進という面からも、車両、例えばノンステップ車両とか、路線にして

も直行型を含めた、また魅力ある路線とか、渋滞対策とか、そこら辺も

あわせてやっていくべきではなかろうかと思っております。 

 以上でございます。 

佐藤会長  ： これまた非常に重要なご指摘でありまして、最初に廃止ありきから始

まっているけれども、そうではないのではないかという、先程のビジネ

スチャンスと言いましょうか、一つは、運行本数、雨の日ふやすとか、

例えば行きたいところはどっちなのだと、都心ではないと。病院だった

ら病院の路線をふやせばいいのではないかとか、何かそういう形での対

応というのか、対策というのは十分考えられる地域なのだと、それを、

このままでは全然生かし切れていないというか、表現されていないとい

う。 

 ですから、そのことも、廃止というのと、バスのサービスという面で

広く考えていただくことも大事だという、非常に貴重なご指摘ありがと

うございました。 

        長谷川さんいかがですか。 

長谷川参与 ： 同じく北海道運輸局の長谷川でございます。前回欠席いたしまして、お

わび申し上げます。 

        一言申し上げたいと思うのですけれども、多くが既に委員の方々からご

指摘があったわけでございますけれども、利用者の減少というのは、ご

案内のとおりバスだけでなくて、公共交通機関全般にかかわる問題とい

うことで、鉄道もそういう状況にあるわけでございます。 

それと、北海道だけではなくて、全国的に公共交通機関の維持が厳しい

と、こういう現状にあるのかなということでございます。 

        その中で私が感じますのは、今まで委員の方々からご指摘があったいろ

いろな各点について、一つ思いますのは、公共交通の公共という意味合

いでございますけれども、これがいろいろな意味で今使われているので

はないのかなということでございまして、これを少し、できる限り分け

て考えていった方がいいのではないかという点でございます。大量輸送

としての公共という意味につきましては、いわゆる経済効率性とか、そ

ういった点が重要になってくるのだろうと思いますし、そうではなく

て、先ほどご指摘があったような環境面ですとか、あるいは福祉、こう

いった点というのは、いわば経済効率性では解決できない部分としてあ

るのかなと。 

 そういうための輸送という意味での公共交通、公共輸送という、大き

く分けて二つの公共という意味があるのかもしれないなというふうに感

じたりしておるわけでございます。 

        その中で、経済効率性が求められるところ、特にこういった点について

は、先程からありますように、魅力アップ、利便性の向上、こういった

ところはやはり求められるわけで、ここは事業者サイドでも、やはりそ

ういう工夫が引き続き求められると思います。 

 この点は、例えば具体的には、短絡型と直行型との関係で、これまで

の答申の基本方針があろうかと思いますけれども、そういった中で、や

はり魅力がなくて利用者が減ってしまえば、ますますじり貧になってい
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くということになるわけで、ここはぜひ従来の方針も踏まえつつ、直行

型の魅力アップという点もあわせてご検討いただきたいというふうに考

えるわけでございます。 

 それと、もう一つの福祉的な要素なり環境面という意味では、先程富

山委員からご指摘ありましたけれども、ムーバスなんていうのはコミュ

ニティバスですね。これのもう一つの特色として、要するに都会の中

で、例えば「ハチ公バス」というのが東京の渋谷区で走っているのです

けれども、大都会の中ですごく小さなバスが、そういった福祉的側面を

持って運行されているケースなどもございまして、これなども、先ほど

の経済効率性とは別のところで、コミュニティパスのいろいろなあり方

として参考にしていったらいいのではないのかなという感じもしており

まして、大きく分けて二つの整理をしながら、今後具体的な検討に取り

組んでいただければとこのように感じ、その点を私の方から申し上げさ

せていただきました。 

 以上でございます。 

佐藤会長  ： どうもありがとうございました。 

        すみません、最後になりましたが、澤田先生、専門部会と審議会を結ぶ

役目もありまして、きょうの議論等を通じながら、最後の総括をお願い

したいと思います。 

澤田副会長 ： 平成13年の答申に沿って、現在を考えていこうというのが専門部会の基

本的な進め方だと思うのですけれども、今日の多様な意見の中で、若干

修正の必要もあるのでないかと、そこら辺を専門部会の方で検討してい

かなければならないと思います。 

 今日は、今まであまり言われていなかったバス会社の、特に経営努力

という面から、さらに利用者の多様なニーズというものを的確な把握

と、それに見合った形のバスの利便性提供というのがきちんとなされて

いなかったのではないかと、そこら辺をきちんとやることによって新た

な事業を喚起するのではないかと、非常に貴重な意見が出てきたと思い

ます。 

 さらに、公共性ということで様々なことがあるわけですけれども、特

に自家用車との競合関係を踏まえた札幌市全体の交通体系のあり方とい

うのを、やはりいま一度考え直さなければいけないと。 

 また、最初の方で言われましたように、交通の都心部に対する交通ア

クセスの規制の問題、それとあと、それが環境保全あるいは混雑緩和に

もなるだろうと。そういうような点というのもかなり数字をもって検討

していければいいなと思いました。 

 それで、生活弱者、いわゆる高齢者とか身体的なハンディキャップを

持った人たちのための配慮というのも、これから特に規制の緩和という

ことで、バス事業者の方でも自由に参入体制ができるようになったわけ

ですけれども、そういうときに、そういう社会的な弱者というものに対

して十分な配慮をきちんとしていかないと、また新たなバス利用の需要

拡大というものに結びつかないのではないか。 

        さらに、非常に大きな意味で、将来的な安全・安心という観点から、公

共交通輸送の重要性というのはこれから再認識されるのではないだろう

か、これも非常に新たな視点だったと思います。 

佐藤会長  ： どうもありがとうございます。 

 非常にきょう短時間で貴重な意見をいろいろいただきました。それ

は、第３回の審議会、またこれからの専門部会において、きょうの意見
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が生かされていくと思います。 

        時間的な関係で一回りしかできませんでしたけれども、いろいろな意見

を聞いて、さらに自分の申したいことがありましたら事務局の方に随時

意見をお届けいただきたいと思います。 

        私の方から、最後としまして、この参考資料３の答申に関して、基本的

にはこれを踏まえていこうということなのですが、何で今ごろというの

が私の感想でありまして、平成13年にこれが出ながら、結局それがほと

んど生かされていない。ある意味では、事業評価ではなく政策評価をす

るときに、公共交通政策に関してきちんと評価をしたのだろうか、今ま

でしなければしないのはなぜなのか、したのはこの部分だとか、それは

どういう形で市民にきちんと反映されたかという、それが欠けていたか

なという気がいたします。 

 今回さらに将来において参考資料４になるべき答申が出ます。そのと

きには政策評価がされるということを前提に、明確に実現すべきことと

か、例えば広い意味での便益、それは、これが期待されるとか、こうい

う点で費用負担があるとか、例えば５年後において、その政策がきっち

り進んでいるか、できないとしたなら何が問題かという、そういうプロ

セスが必要ではないかなという感じがします。 

 ですから、政策を出すというだけでなくて、それがすぐに政策評価に

反映されなければだめだ、政策評価を常に前提にしながら政策の提言を

するという、そういうプロセスをぜひお考えいただきたいなと思いま

す。それが一番市民に対する私は説明責任ではないかなと思う次第であ

ります。 

 時間が20分も過ぎました。まことに申しわけありませんが、貴重な意

見をいただいたということで、ご容赦いただければと思います。 

        私の方の議事進行は以上にしまして、その他の連絡事項、事務局からお

願いいたします。 

 

５．その他連絡事項 

事務局高宮 ： 長時間にわたりまして熱心なご審議をいただき、誠にありがとうござい

ました。 

        次回の会議でございますが、12月中旬に第３回専門部会を、来年２月中

旬に第３回審議会を予定させていただいておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 以上でございます。 

 

６．閉  会 

佐藤会長  ： それでは、きょうは本当にありがとうございました。 

        これをもちまして、第２回の審議会を終わらせていただきます。本日は

ありがとうございます。 

 

（第２回終了） 


